
厚生労働省 
「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」及び「女性特有の健康課題
に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」の公表 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html 
 
背景 
2025年 12 月に公表された「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討
会」の報告書において、女性の健康課題に関する項目については一般健康診断問診票に質問を追
加することが適当であるとされた。それに基づき、厚生労働省より望ましい対応を示すマニュア
ルが公表された。 
健診機関実施マニュアルの内容 
◆基本情報（女性特有の健康課題の種類） 
◆対応方法（推奨される質問、基本的な考え方、健診当日の流れ、終了後の対応など） 
◆実施体制と研修の重要性（スタッフの研修、カウンセリングの技法など） 
◆受診者への情報提供と受診勧奨、相談に対する助言 
その他、健診時に活用できるチェックシートや支援機関情報の記載もあり、参考になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考資料 
※「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の報告書 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67821.html 

健診機関実施マニュアル 
https://www.mhlw.go.jp/content/112012
50/001634192.pdf 
 
事業者向け支援マニュアル 
https://www.mhlw.go.jp/content/112012
50/001634193.pdf 
 
チェックシート 
https://www.mhlw.go.jp/content/112012
50/001634194.pdf 
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